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第1章  調査概要 

 調査目的 

本調査は、仙台市における自転車利用者の安全利用に係る実態を現地及びアンケート等により調査す

るものである。 

 調査内容 

調査項目 

① 自転車の通行量及びルール遵守状況の実態調査（年 1回） 

② 自転車に関するWEBアンケート調査（年 1回） 

 

調査箇所 

① 自転車通行量調査、ルール・マナー実態調査 

仙台市自転車の安全な利活用推進計画における自転車ネットワーク路線・あんしん通行路線と

各区モデル事業実施路線に該当する 19箇所（調査地点 20地点）（図 1.2.1）において実施し

た。  

なお、適正な調査結果が得られるよう、調査実施前に全箇所（19箇所）を現地踏査し、調査箇所

の形状、観測方向、調査員の配置位置等を記載した調査地点の詳細図を作成した。 

② 自転車に関するWEBアンケート調査 

仙台市内在住のモニター800人を対象に、WEB上でのアンケート調査を実施した。 

 

調査日 

調査日は月曜日、金曜日及び祝祭日の前後、学校の休校日を除き、かつ雨天やイベント等により通常

と異なる交通状態が予想される日を避けるものとし、事前に予定日としていた日が悪天候などにより調査の

実施に支障があると予想される場合は、前日の午前 11 時までに発注者・受注者で協議の上、別の日に調

査を行うこととした。なお、地点 e については、事前の現地踏査において、地点付近で工事通行止めを行

っていることを確認したため、発注者と協議の上調査日を変更した。 

●自転車通行量調査、ルール・マナー実態調査 

令和 7年 6月 12日（木）に調査を実施 ※地点 e以外 

令和 7年 7月 10日（木）に調査を実施 ※地点 e 

※地点 eは工事通行止めの影響を考慮し７月に単独で実施 
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調査時間 

●自転車通行量調査、ルール・マナー実態調査 

下表（表 1.2.1）のとおり、①朝時間、②夕時間で実施した。 

 

なお、l-1 市道愛宕上杉通 1通線、l-2国道 286号線、m-1県道秋保温泉愛子線、m-2県道落合停

車場線は、朝時間のみの調査とし、l-1 と l-2は 7時 30分から 9時 00分まで、m-1 と m-2は 7時 00

分から 8時 30分まで調査を実施した。 

 

表 1.2.1 自転車通行量、ルール・マナー実態調査箇所一覧表 

 

地点名 

調査項目 

地点 

形状 

 

調査時間 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ  

信
号
無
視 

逆
走 

通
行
区
分
違
反 

イ
ヤ
ホ
ン 

並
進 

無
灯
火 

押
し
歩
き
推
進 

そ
の
他 

歩道 

通行 

可否 

自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
路
線
・
あ
ん
し
ん
通
行
路
線 

（ 

都
心
エ 

リ
ア 

） 

ａ 県道仙台泉線 ○ ○ ② ○ ○ ○ - ○ 交差点 可 

①朝 7：30～9：00 

②夕 16：30～18：00 

ｂ 市道宮町通線 ○ ○ ③ ○ ○ ○ - ○ 交差点 不可 

ｃ 市道愛宕上杉通 1号線 

（上杉 6丁目） 
○ ○ ② ○ ○ ○ - ○ 交差点 可 

ｄ 国道 286号線 - ○ ② ○ ○ ○ ○ 
西側 

○ 単路 可 

ｅ 市道中央一丁目西宮城野線 ○ ○ ④ ○ ○ ○ - ○ 交差点 不可 

ｆ 市道駅前通線 ○ ○ ① ○ ○ ○ - ○ 交差点 可 

（ 

郊
外
エ 
リ
ア 

） 

ｇ 市道荒巻大和町線 ○ ○ ④ ○ ○ ○ - ○ 交差点 不可 

ｈ 市道高砂駅蒲生（その 2）線 - ○ ① ○ ○ ○ - ○ 交差点 可 

i 市道卸町大和町（その 2）線 - ○ ③ ○ ○ ○ - ○ 単路 不可 

j 市道長町 3号線 ○ ○ ④ ○ ○ ○ - ○ 交差点 不可 

k 市道加茂幹線 1号線 - ○ ③ ○ ○ ○ - ○ 単路 不可 

各
区
モ
デ
ル
事
業
実
施
路
線 

ｌ-1 市道愛宕上杉通 1号線 

（上杉 1丁目） 
○ ○ 

①

② 
○ ○ - - ○ 交差点 可 

①朝 7：30～9：00 

ｌ-2 国道 286号線 

（市道片平五橋通線） 
○ ○ ① ○ ○ - - ○ 交差点 可 

ｍ-1 県道秋保温泉愛子線 ○ ○ ① ○ ○ - - ○ 交差点 可 
①朝 7：00～8：30 

ｍ-2 県道落合停車場線 ○ ○ ② ○ ○ - - ○ 交差点 可 

ｎ 市道第三高等学校前線 ○ ○ ④ ○ ○ ○ - ○ 交差点 不可 
①朝 7：30～9：00 

②夕 16：30～18：00 
ｏ 市道連坊小路線 ○ ○ ② ○ ○ ○ - ○ 交差点 可 

ｐ 国道 286号線 ○ ○ ① ○ ○ ○ - ○ 交差点 可 

ｑ 市道七北田実沢線 - ○ ① ○ ○ ○ - ○ 単路 可 
①朝 7：45～9：00 

②夕 16：15～18：00 

 

 
注１） Ⅰ～Ⅷの複数に該当する場合は、該当項目のすべてをカウントする。 

注２） この他、発注者から指示があった違反項目についても、追加して調査する。 
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国土地理院地図（電子国土Web）を加工・作成 

図 1.2.1 調査箇所全体図（自転車通行量調査、ルール・マナー実態調査）  
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調査手法 

① 自転車通行量調査 

自転車・歩行者等の通行の妨げにならない場所に調査員を配置し、自転車の台数及び乗車人

数を計測した。計測にあたっては、交差点と単路部それぞれに通過計測基準線を設定し、これ

を通過して直進する自転車を対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.2 観測方向(交差点部)          図 1.2.3 観測方向(単路部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車 進行方向

通過計測基準線

自転車 進行方向

通過計測基準線
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② 自転車ルール・マナー実態調査 

自転車の通行量調査で計測した自転車のうち、ルール違反車を目視にて下記（表 1.2.2）の項

目に分類した。なお、1台で複数違反があった場合は、それぞれの違反を別途記録した。 

 

表 1.2.2 違反項目一覧表 

No 違反項目 違反内容 

Ⅰ 信号無視 赤または黄信号で交差点に進入した場合 

Ⅱ 逆走 車道の右側を通行した場合 

Ⅲ 通行区分違反 注 1） 

① 自転車通行可の歩道において車道寄りを通行しない場合 

② 
自転車通行可の歩道において自転車の通行場所が指定さ

れている部分（白線内）を通行しない場合 

③ 自転車専用通行帯、自転車道を通行しない場合 

④ 

通行可ではない歩道を通行した場合 

※通行者が 13 歳未満の子ども・70 歳以上の高齢者・身体

障害者と思われる場合、車道または交通の状況によりや

むを得ないと考えられる場合を除く 

Ⅳ イヤホン等使用 

自転車を運転しながらイヤホン等（スマートフォン・携帯電話・音

楽プレーヤー、荷掛運転などを含む）をそれぞれ使用した場合 

※自転車を押しながら歩いている場合は除く 

Ⅴ 並進 自転車が並んで通行した場合 

Ⅵ 無灯火 日没後、ライトを点灯していない場合 注 2） 

Ⅶ 
自転車押し歩き推進区間での

自転車乗車 

自転車押し歩き推進区間において、自転車に乗車したまま通行

した場合 

Ⅷ その他 
二人乗り、傘差し運転、片手運転、歩道上での高速走行、酒気

帯び運転、斜め横断など 

注 1）・「歩道通行可」の場所では、歩道上での右側通行も違反ではない。（対面通行可） 

ただし、車道の右側を走行している場合は「逆走」として違反となる。（Ⅱ） 

・「歩道通行不可」の場所（b、e、g、i、j、k 、n）では、歩道走行は違反となる。（Ⅲ③、Ⅲ④） 

注 2） 6月 12日（木）日没時刻は、調査日の日の入り時刻である 19時 00分と定義した 

     7月 10日（木）日没時刻は、調査日の日の入り時刻である 19時 02分と定義した 

出典元：国立天文台 仙台市の日の出入り 
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③ 自転車に関する WEBアンケート調査 

パソコン、スマートフォン等向けのWEB調査画面を作成した上で、モニターに対してアンケート

調査を実施し、800人から回答を得た。 

サンプル構成については、住所、性別、年代、自転車利用者等の構成が偏らないように配慮し、

自転車利用者が普段通行している道路等の範囲は特定しないこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.4 WEB回答画面サンプル 
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表 1.2.3 WEBアンケート調査 設問一覧表 

設問 No 設問内容 

Ｑ1 居住区 

Ｑ2 性別 

Ｑ3 年代 

Ｑ4 職業 

Ｑ5 自転車利用頻度 

Ｑ6 自転車利用目的（複数回答） 

Ｑ7 自転車利用理由（複数回答） 

Ｑ8 直近 1か月の主な移動手段 

Ｑ9 自転車ルールの認知度 

Ｑ10 自転車ルールの遵守度 

Ｑ11 自転車の危険予測 

Ｑ12 自転車の正しい利用ルールを知るための方法（複数回答） 

Ｑ13 「仙台市自転車の安全利用に関する条例」の認知度 

Ｑ14 「仙台市自転車の安全利用に関する条例」の認知媒体（複数回答） 

Ｑ15 自転車損害賠償責任保険等の加入有無 

Ｑ16 自転車損害賠償責任保険等の加入種類（複数回答） 

Ｑ17 自転車損害賠償責任保険等の未加入の理由（複数回答） 

Ｑ18 ヘルメットの着用有無 

Ｑ19 ヘルメットの未着用の理由（複数回答） 

Ｑ20 自転車利用時のヘルメット着用が義務化になった場合 

Ｑ21 着用したいヘルメットの種類（複数回答） 

Ｑ22 
子どもを自転車の前後に乗せるか 

（未成年の子どもへのヘルメット着用有無） 

Ｑ23 
家族のなかに、一人で自転車を運転する子どもの有無 

（未成年の子どもへのヘルメット着用有無） 

Ｑ24 
家族のなかに、自転車を運転する高齢者の有無 

（自転車を運転する高齢者のヘルメット着用有無） 

Ｑ25 自転車運転中のヒヤリハット 

Ｑ26 自転車とのヒヤリハット 

Ｑ27 自転車の危険走行発見頻度 

Ｑ28 サイクリングへの興味・関心の有無 

Ｑ29 実施してほしいイベント・取り組み（複数回答） 

Ｑ30 仙台市の自転車に関する取り組みの認知度 

Ｑ31 仙台市の自転車に関する取り組みの満足度 

Ｑ32 仙台市の自転車に関する取り組みの重要度 

Ｑ33 自転車通行環境の満足度 

Ｑ34 自転車通行環境で改善してほしいこと 

Ｑ35 駐輪環境の満足度 
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Ｑ36 公共駐輪場や路上駐輪場の利用有無 

Ｑ37 公共駐輪場を利用しない理由 

Ｑ38 公共駐輪場や路上駐輪場で改善してほしいこと 

Ｑ39 自転車の車体のチェックと定期点検の実施について 

Ｑ40 近年の道路交通法の改正内容で知っているもの 

Ｑ41 青切符（交通反則通告制度）の適用を知ったきっかけ（複数回答） 

Ｑ42 青切符（交通反則通告制度）の開始によってのルール遵守度 

Ｑ43 青切符（交通反則通告制度）の開始で「特に気を付けたい行為」 

Ｑ44 電動キックボードの利用有無 

Ｑ45 電動キックボードの交通ルール認知度 
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調査箇所詳細図(実態調査) 

 

 

 

 

※信号無視：歩道走行・車道走行共に

　　　　　　歩行者自転車専用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、自転車通行部分（白線内）以外を 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　走行した場合は、通行区分違反

調査項目詳細通行区分違反

地点：a 地点名：県道仙台泉線

調査員観測場所 調査員観測場所

所在地：青葉区二日町1-1付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分② ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

自
転
車
通
行
部
分

自
転
車
通
行
部
分

違反
通行

可

通行

可
違反

宮城県議会庁舎

至 北仙台

至 一番町

至

宮
町

至

支
倉
町

仙台市役所

仙台市役所
北庁舎 青葉区役所

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り下り

N

自転車通行可

自転車通行可

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

3

4

1

2

通行区分内

通行可

通行区分外

違反 通行区分内

通行可

通行区分外

違反

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

車道も通行可 車道も通行可

調
査
員

調
査
員

※信号無視：車両用信号に従う

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

通行区分違反 調査項目詳細

地点：ｂ 地点名：市道宮町通線

調査員観測場所 調査員観測場所

所在地：青葉区宮町一丁目4付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分③ ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

違反
通行

可

通行

可
違反

自
転
車
専
用

自
転
車
専
用

③

至

春
日
町

至 東照宮

至 宮町一丁目

宮町歯科医院

シェーヌ宮町

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り下り

N

自
転
車
専
用
通
行
帯

自
転
車
専
用
通
行
帯

自
転
車
専
用
通
行
帯

自
転
車
専
用
通
行
帯

3

4

1

2

調
査
員

通行区分外

違反

調
査
員

通行区分外

違反
通行区分外

違反

通行区分外

違反

歩道は通行区分外
自転車専用通行帯は通行区分内
自転車専用通行帯をはみ出すと通行区分外

歩道は通行区分外
自転車専用通行帯は通行区分内
自転車専用通行帯をはみ出すと通行区分外

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

通行区分内

通行可

通行区分内

通行可
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※信号無視：歩道走行・車道走行共に

　　　　　　歩行者自転車専用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、自転車通行部分（白線内）以外を 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　走行した場合は、通行区分違反

通行区分違反 調査項目詳細

地点：c 地点名：市道愛宕上杉通1号線（上杉6丁目）

調査員観測場所 調査員観測場所

所在地：青葉区上杉六丁目2-29番地付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分② ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

自
転
車
通
行
部
分

自
転
車
通
行
部
分

違反
通行

可

通行

可
違反

自転車通行可

自転車通行可

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

至 北根黒松

至 五橋

至

宮
町

至

東
北
大
学
病
院

カサハラビル

仙台はりまビル

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り下り

N

3

4

1

2

調
査
員

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

調
査
員

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

車道も通行可 車道も通行可

※通行区分②：下り方向のみ

※降車誘導：上り方向のみ

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・上り方向は歩道を乗車して通行した場合、降車誘導違反 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・下り方向は歩道で自転車通行部分(白線内）以外を

　走行した場合は、通行区分違反

調査員観測場所 調査員観測場所

通行区分違反 調査項目詳細

上り方向 下り方向

地点：d 地点名：国道286号線 所在地：青葉区一番町三丁目7、中央二丁目9付近
調査種目
逆走 ・ 通行区分② ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ 押し歩き（西側） ・ その他

自
転
車
押
し
歩
き

推
進
区
間

自
転
車
通
行
部
分

乗車

違反

降車

通行

通行

可
違反

至 北四番丁

至 五橋

仙台海上日動

ビル

電力ホール

自
転
車
押
し
歩
き
推
進
区
間

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り 下り

N

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

3

4

1

2

調
査
員

バス停側
通行区分違反ではない
押し歩き推進区間違反

調
査
員

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

ビル側
通行区分違反

押し歩き推進区間違反ではない

車道も通行可車道も通行可
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※信号無視：車両用信号に従う

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

通行区分違反 調査項目詳細

地点：e 地点名：市道中央一丁目西宮城野線

調査員観測場所

所在地：若林区新寺一丁目2-13付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分④ ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

違反
通行

可

通行

可
違反

至 JR仙台病院

ニッポン
レンタカー

至 小田原

至

西
宮
城
野

至

北
目
町

デイリー

ヤマザキ 常盤屋

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線
上り

下り

N

1

2

3

4

調
査
員

通行区分外

違反

通行区分外

違反

歩道は通行区分外
車道は通行区分内
※車道を右側走行する（方向④）と逆走

歩道は通行区分外
車道は通行区分内
※車道を右側走行する（方向①）と逆走

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

※信号無視

上り方向：歩道走行の場合は歩行者用信号に従う

　　　　　車道走行の場合、車両用信号に従う

下り方向：歩道走行・車道走行共に

　　　　　歩行者自転車専用信号に従う

　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

・歩道走行で、半分より車道側以外を走行した場合は、 　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　通行区分違反 　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

調査員観測場所 調査員観測場所

通行区分違反 調査項目詳細

上り方向 下り方向

地点：f 地点名：市道駅前通線 所在地：青葉区中央一丁目6付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分① ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

違反
通行

可

通行

可
違反

半分より車道側

を通行しなけれ

ばならない

アエル

至 上杉

至 仙台駅

至

榴
岡
公
園

至

西
公
園

アジュール

仙台
朝日プラザ

花京院

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り下り

N

自転車通行可

自転車通行可

自
転
車
通
行
可

3

4

1

2

調
査
員

通行区分内

通行可
通行区分外

違反

調
査
員

通行区分内

通行可
通行区分外

違反

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成
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※信号無視：車両用信号に従う

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所

地点：g 地点名：市道荒巻大和町線 所在地：青葉区双葉ケ丘二丁目3付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分④・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

違反
通行

可

通行

可
違反

至 勝山東公園

至

双
葉
ケ
丘

至

仙
台
市
立
北
仙
台
小
学
校

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

サロンド・ユウ

上り 下り

至 虹の丘3丁目

セフィラ双葉

N

3

4

1

2

調
査
員

通行区分外

違反

通行区分外

違反

歩道は通行区分外
車道は通行区分内

歩道は通行区分外
車道は通行区分内

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行で、半分より車道側以外を走行した場合は、

　通行区分違反

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所

地点：h 地点名：市道高砂駅蒲生（その2）線 所在地：宮城野区高砂一丁目付近
調査種目
 逆走 ・ 通行区分①・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

至 国道6号

至

高
砂
一
丁
目
公
園

至

苦
竹
I
C

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

ヤマザワ調剤

薬局 高砂店

上り 下り

至 陸前高砂駅

違反
通行

可

通行

可
違反

半分より車道側

を通行しなけれ

ばならない

N

調
査
員

通行区分内

通行可
通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

3

4

1

2

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成
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※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

地点：i 地点名：市道卸町大和町（その2）線 所在地：若林区卸町付近
調査種目
逆走 ・ 通行区分③ ・イヤホン・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所 調査員観測場所

仙台銀行

卸町支店

至 卸商センター前交差点

至 卸町駅

みやぎ

健診プラザ

上り

卸町郵便局

卸町二丁目

市民緑地

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

下り

N

1

2

3

4

調
査
員

通行区分外

違反

調
査
員

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

自
転
車
専
用
通
行
帯

自
転
車
専
用
通
行
帯

通行区分外

違反

通行区分外

違反

歩道は通行区分外
自転車専用通行帯は通行区分内
自転車専用通行帯をはみ出すと通行区分外

通行区分外

違反

歩道は通行区分外
自転車専用通行帯は通行区分内
自転車専用通行帯をはみ出すと通行区分外

通行区分内

通行可

通行区分内

通行可

違反
通行

可

通行

可
違反

自
転
車
専
用

自
転
車
専
用

※信号無視：車両用信号に従う

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

地点：j 地点名：市道長町3号線 所在地：太白区長町三丁目付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分④ ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

違反
通行

可

通行

可
違反

至

国
道
２
８
６
号

至 広瀬河畔通

至 長町駅

至

県
道
２
７
３
号

たいはっくる
いろはや

食堂

下り

上り

自

転

車

N

調
査
員

通行区分外

違反

通行区分外

違反

1

2

3

4

歩道は通行区分外
車道は通行区分内

歩道は通行区分外
車道は通行区分内

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成
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※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

地点：k 地点名：市道加茂幹線1号線 所在地：泉区加茂四丁目付近
調査種目
逆走 ・ 通行区分③ ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所

上り

マツモトキヨシ

加茂店

至 仙台市立加茂中学校

至 加茂2丁目交差点

下り

すき家

仙台加茂店

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

N

1

2

3

4

調
査
員

通行区分外

違反

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

自
転
車
専
用
通
行
帯

自
転
車
専
用
通
行
帯

通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

通行区分外

違反

通行区分内

通行可

歩道は通行区分外
自転車専用通行帯は通行区分内
自転車専用通行帯をはみ出すと通行区分外

歩道は通行区分外
自転車専用通行帯は通行区分内
自転車専用通行帯をはみ出すと通行区分外

違反
通行

可

通行

可
違反

自
転
車
専
用

自
転
車
専
用

※信号無視：歩道走行・車道走行共に

　　　　　　歩行者自転車専用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・上り方向は歩道走行で、半分より車道側以外を走行した場合は、通行区分違反 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・下り方向は歩道走行で、自転車通行部分（白線内）以外を走行した場合は、通行区分違反

通行区分違反 調査項目詳細

地点：l-1 地点名：市道愛宕上杉通1号線（上杉1丁目）

調査員観測場所 調査員観測場所

所在地：青葉区上杉二丁目勝山公園前
調査種目
信号無視 ・逆走 ・ 通行区分①（上り側）②（下り側） ・イヤホン・ 並進 ・その他

上り方向 下り方向

至

東
仙
台

至

折
立

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

至 八乙女

至 五橋

N

調
査
員

通行区分内

通行可
通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

調
査
員

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

上り
下り

七十七銀行

上杉支店

日院書道会

仙台本部

自
転
車
通
行
部
分

違反
通行

可

通行

可
違反

半分より車道側

を通行しなけれ

ばならない

車道も通行可
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※信号無視：歩道走行・車道走行共に

　　　　　　歩行者自転車専用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、半分より車道側以外を走行した場合は、 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　通行区分違反

地点：l-2 地点名：国道286号線（市道片平五橋通線） 所在地：青葉区五橋2丁目付近
調査種目
信号無視 ・逆走 ・ 通行区分① ・イヤホン・ 並進 ・ その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所 調査員観測場所

至

大
和
町

至

米
ケ
袋

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り
下り

至 北四番丁 N

調
査
員

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

調
査
員

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

ピースビル

五橋

至 長町

違反
通行

可

通行

可
違反

半分より車道側

を通行しなけれ

ばならない

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

※信号無視：歩道走行の場合は歩行者用信号に従う

　　　　　　車道走行の場合、車両用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、半分より車道側以外を走行した場合は、 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　通行区分違反

斜め横断は観測対象 調査員観測場所

通行区分違反 調査項目詳細

地点：m-1 地点名：県道秋保温泉愛子線 所在地：青葉区上愛子上町付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分① ・ イヤホン ・ 並進 ・ その他

上り方向 下り方向

東北大進

設備㈱

至 愛子駅

至 錦ケ丘

至

陸
前
落
合
駅

至

国
道
4
8
号

明光義塾

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り下り

違反
通行

可

通行

可
違反

半分より車道側

を通行しなけれ

ばならない

N

調
査
員

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

7

6

5

8

1

2

3

4

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

北西 北東

南西 南東
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※信号無視：歩道走行の場合は歩行者用信号に従う

　　　　　　車道走行の場合、車両用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、自転車通行部分（白線内）以外を 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　走行した場合は、通行区分違反

地点：m-2 地点名：県道落合停車場線 所在地：青葉区落合五丁目1付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分② ・ イヤホン ・ 並進 ・ その他

上り方向 下り方向

斜め横断は観測対象 調査員観測場所

通行区分違反 調査項目詳細

クリーニング

MARU SHOP

至 陸前落合駅

至 栗生

至

折
立

至

愛
子
駅

陸前落合駅

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

有料駐車場

上り 下り

自
転
車
通
行
部
分

自
転
車
通
行
部
分

違反
通行

可

通行

可
違反

N

調
査
員

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

通行区分外

違反

通行区分内

通行可
5

8

自
転
車
通
行
可

自
転
車
通
行
可

7

6

1

2

3

4

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

北西 北東

南西 南東

車道も通行可 車道も通行可

※信号無視：車両用信号に従う

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行は、全て通行区分違反

調査員観測場所

通行区分違反 調査項目詳細

地点：n 地点名：市道第三高等学校前線 所在地：宮城野区安養寺三丁目付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分④ ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

至

台
原
駅

至 宮城県仙台第三高等学校

至 仙台市立枡江小学校

N

通行区分外

違反

通行区分外

違反

調
査
員

2

4

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

上り

下り

ファミリーマート

安養寺二丁目店

歩道は通行区分外
車道は通行区分内

歩道は通行区分外
車道は通行区分内

違反
通行

可

通行

可
違反
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※信号無視：歩道走行の場合は歩行者用信号に従う

　　　　　　車道走行の場合、車両用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、自転車通行部分（白線内）以外を 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　走行した場合は、通行区分違反

地点：o 地点名：市道連坊小路線 所在地：若林区元茶畑付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分②・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所 調査員観測場所

下り

上り

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

至

五
橋

至 榴岡公園

至

大
和
町

通行区分内

通行可
通行区分外

違反

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

鈴木ビル

自
転
車
通
行
部
分

自
転
車
通
行
部
分

違反
通行

可

通行

可
違反

至 河原町

車道も通行可 車道も通行可

N

調
査
員

調
査
員

※信号無視：歩道走行の場合は歩行者用信号に従う

　　　　　　車道走行の場合、車両用信号に従う

　　　　　　点滅時走行は信号無視

※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

・歩道走行で、半分より車道側以外を走行した場合は、 　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

　通行区分違反

地点：p 地点名：国道286号線 所在地：太白区越路付近
調査種目
信号無視 ・ 逆走 ・ 通行区分① ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火・その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所 調査員観測場所

至 愛宕橋駅至 勾当台公園

至

長
町
I
C

至

向
山

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り

下り

N

調
査
員

通行区分外

違反

通行区分外

違反

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

1

違反
通行

可

通行

可
違反

半分より車道

側を通行しな

ければならな

い

通行区分内

通行可 通行区分内

通行可

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

調
査
員
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※その他：歩道上での高速走行・斜め横断

　　　　　片手運転・手放し運転・傘差し運転

　　　　　喫煙・わき見運転・二人乗り

　　　　　点滅ライトのみ・飲酒運転・車追い越し

・歩道走行で、車道側タイル5マス以外を

　走行した場合は、通行区分違反

地点：q 地点名：市道七北田実沢線 所在地：泉区泉中央一丁目7-1番地付近
調査種目
逆走 ・ 通行区分① ・ イヤホン ・ 並進 ・ 無灯火 ・ その他

上り方向 下り方向

通行区分違反 調査項目詳細

調査員観測場所 調査員観測場所

至 将監

至 ユアテックスタジアム

セルバ

北日本銀行

凡例

： 自転車

： 観測断面線

： 調査員

観測基準線

上り下り
ローソン

違反
通行

可

通行

可
違反

車道側5マスを通

行しなければなら

ない

N

1

2

3

4

調
査
員

通行区分内

通行可

通行区分外

違反

通行区分外

違反 通行区分内

通行可

調
査
員

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可

出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工作成

半分より車道側は通行区分内
半分より歩道側は通行区分外
車道も通行可
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WEBアンケート調査項目 
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第2章  仙台市の概要 

 地形・気候特性 

仙台市街地は太平洋に開けた平野部に位置し、寒暖の差が少なく、東北地方の中では積雪が比較的

少ない。年間降水量は 1,200ｍｍ程度と全国の主要都市と比較して少ない。年間を通じ、自転車を利用し

やすい気候といえる。 

 

 人口 

仙台市の人口は、現在 109.5 万人(令和 7 年 12 月 1日時点)で、近い将来にピークを迎えた後、緩や

かに減少を続け、2055 年から 2060 年にかけて 100 万人を割り込むことが見込まれている。少子高齢化

が進み、人口構成比も変わることが予想される。 

 

 

出典：仙台市まちづくり政策局 

図 2.2.1 仙台市の将来人口推計（1965年から 2070年） 
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14歳以下人口 15～64歳人口 65歳以上人口 高齢化率 高齢化率（推計）

（％）（万人）
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48.1

54.5

61.5
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102.5
104.6

108.2 109.7 110.0 110.0 109.0 107.4
105.6 103.3

101.0

92.3

98.4
95.5

（年）

東日本大震災 推計値

※2020年までは「国勢調査結果（総務省統計局）」、2025年以降は仙台市まちづくり政策局資料 
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 仙台市における自転車事故 

仙台市における自転車事故の発生件数は、令和 7年で 373件と令和 6年より 6件増加した。自転車

が第一当事者となる事故件数も 30件と、令和 6年の 22件から増加している。 

市内の自転車事故死傷者を見ると、年齢別では「15～19 歳」の占める割合が最も高く、20 歳代以下で

約半数を占めている。また、自転車事故死傷者の違反状況については、4 割以上の利用者に何らかの違

反がみられ、その多くは「動静不注視」「安全不確認」である。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察 

図 2.3.1 市内の自転車事故の状況 
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市内の自転車事故件数 自転車事故第一当事者事故件数

動静不注視; 20.6%

安全不確認; 7.9%

交差点安全進行; 2.1%

通行区分; 2.1%

前方不注意; 1.3%

一時不停止; 1.6%

信号無視; 0.3%

他の違反; 5.3%

違反なし; 58.7%

～14歳; 11.4 %

15～19歳; 

24.6 %

20歳代; 15.3 %

30歳代; 12.4 %

40歳代; 11.9 %

50歳代; 13.5 %

60～64歳; 

2.1 %

65歳～; 8.7 %

令和７年市内自転車事故死傷者の年齢層 

市内自転車事故の発生件数の推移 

自転車第一当事者 

事故件数 

令和７年市内自転車事故死傷者の違反状況 

市内自転車事故 

発生件数 

（総人数：378 名） 
（総人数：378 名） 


